
い
わ

ゆ

る

光

明

立

后

の
詔

に

つ

い
て

水

野

柳
太

郎

序
戦
後
も

五
年
を
経
て

一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
苛
烈
な
戦
中
に

多
く
の
俊
秀
を
失
な
い
は
し
た
が
、
戦
前
戦
中
に
お
け
る
研
究
の
制

約
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
生
還
し
た
研
究
者
や
新
た
に
大
学
を
終
え
た

新
進
学
徒

に
よ
る
研
究
成
果

の
発
表
が
続
出
し
た
。
各
学
会
の
大
会

も
盛
況
を
呈
し
て
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
、
遅
刊
を
繰
返
し
た
研
究

誌
も
定
期

刊
行
を
回
復
し
、
復
刊
や
創
刊
さ
れ
る
研
究
誌
も
あ
り
、

大
学
の
紀

要
も
発
刊
さ
れ
て
、
論
文
発
表
の
場
も
広
が

っ
て
き
た
。

こ
の
頃
、
学
界
の
注
目
を
受
け
た
優
れ
た
研
究
者
の

一
人
が
、
故
岸

俊
男
氏
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃
の
岸
氏
の
研
究
成
果
は
お
お
む
ね

『日

本
古
代
政
治
史
研
究
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
岸
氏
の
厚
意

に
よ

っ
て
頂
戴
し
多
く
の
教
示
を
得
た
が
、
其
の
後
も
定
説
の
地
位

を
保

っ
て
い
る
論
考
が
多

い
。

昨
年
、
病
間
の
徒
然
に
久
し
ぶ
り
に
本
書
を
繕

い
て
往
時

の
追
憶

に
浸

っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の

「光
明
立
后
の
史
的
意
義
」
は
岸

氏
の
発
表
来
半
世
紀
を
経
過
し
た
私

の
知
見
を
加
え
る
と
、
戦
前
以

来
の
通
説
に
依
拠
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
や
、

『続
日
本
紀
』
本
文

の

子
細
な
検
討
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
散
見
す
る

の
で
、
こ
れ
ら
の
部
分

に
修
正
を
加
え
て
ゆ
く
と
、
岸
氏

の
見
解
と
異
な
る
結
論
に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
老
毫
の
身
で
書
き
継
い
だ

の
が
本
稿
で
あ
る
。

一
九
八

一
年
に
岸
氏
が
逝
去
さ
れ
て
か
ら
で
も

二
十
八
年
に
な
る
。
も

っ
と
早
く
に
気
が
つ
い
て
と
の
思
い
に
駆
ら

れ
な
が
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は

「天
武
天
皇
崩
後
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
書
き
始
め
た
が
、
史
料
を
引
用
し
て
検
討
を
加
え
る
と
か
な
り
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長
文
に
な

る
の
で
、
視
点
を
「
い
わ
ゆ
る
光
明
立
后

の
詔
」
に
限
定
し
、

安
閑
天
皇
以
降

の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
、
概
略
を
補
論
と
し
て
示

す
事
と
し
た
。
年
代
の
記
載
も
不
備
で
、
史
料
の
引
用
や
論
証
を
省

い
た
か
ら
粗
雑
で
奇
矯
の
説
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
事
情

の
ご
理
解
を
得
て
、
で
き
る
な
ら
ば
他
日
の
詳
論
を
予
定
し
た
い
。

本
稿

で

「
い
わ
ゆ
る
光
明
立
后

の
詔
」
と
す
る
の
は
、
『続
日
本

紀
』
天
平

元
年

(七
二
九
)
八
月
壬
子
条
に
あ
る
二
つ
の
詔
勅

の
う

ち
、
前
者
を
光
明
立
后
の
詔
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

光
明
立
后

の
事
情
を
弁
明
し
た
詔
で
、
皇
后
冊
立
の
詔
は
、
内
容
が

収
録
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
八
月
戊
辰
条
の
皇
后
冊
立

の
記
事
に

あ
る

コ詔
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

皇
后
の
資
格

　

岸
俊
男

氏
が
、
「光
明
立
后
の
史
的
考
察
」
を
発
表
さ
れ
た

の
は
、

皇
后
は
内
親
王
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
藤
原
氏
が
自
己
の
利
益
の
為

に
こ
の
原
則
を
曲
げ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
が
、
皇
后
に
冊
立
す
る
要

件
は
明
文

の
規
定
が
な
い
。
「後
宮
職
員
令
」
に
、

妃
二
員

右
四
品
以
上
。

夫
人
三
員

右
三
位
以
上

嬢
四
員右

五
位
以
上

と
あ
る
か
ら
、
品
位
を
も

つ
と
規
定
さ
れ
る
妃
は
当
然
内
親
王
で
あ

り
、
そ
の
上
位
に
あ
る
皇
后
も
内
親
王
で
あ

る
べ
き
だ
と
す
る
の
が

通
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
本
居
宣
長
の

ヨ

る

『歴
朝
詔
詞
解
』
に
始
り
、
『古
事
類
苑
』
に
も
受
継
が
れ
、
最
近
で

は

『続
日
本
紀
』

の
注

に

「令

の
原
則
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。」

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
令

の
条
文
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
妃

の
規
定
か
ら
の
形
式
論
理

に
よ
る
推
論
な
の
で
、

現
実
に
妥
当
す
る
か
否
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

妃
に
内
親
王
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
越
え
て
女
王
や
臣
下
の

女
性
が
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
の
は
、
常
識
的
に
も
あ
り
得
な
い
と
し

て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
妃
と
な
る
の
に
適
当
な
内
親
王
が
無
く
て

欠
員
で
あ

っ
た
と
き
に
ま
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
厳
密
に
適
用
し
て

皇
后
を
立
て
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
は
正
妻
で
あ
る
皇
后
を

冊
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
内
容
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
皇
后
冊
立
の
要
件
と
し
て
光
明
立
后
の
詔
以
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ら

後
に
受
継
が
れ
る
と
さ
れ
る

「斯
理
幣
能
政
」
や

『儀
式
』

の

「斯

理
倍
乃
政
」
、
薪

儀
式
』
の

「後
雛

」
な
ど
の
不
可
欠
と
さ
れ
る

「し

り
え
の
ま

つ
り
ご
と
」
を
担
当
す
る
皇
后
が
あ
り
え
な

い
こ
と
に
な

る
の
は
不
合
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。

天
武
天
皇
は
、
そ
の
兄
天
智
天
皇

の
皇
女
四
名
を
后
妃
と
し
て
い

る
か
ら
、

ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
「
大
宝
令
」

の

「後
宮
職
員
令

の
規
定
」
を
実
行
し
得
た
。
し
か
し
皇
后
が
内
親

王
で
あ
る

の
は
望
ま
し
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
天
智
天
皇

の
皇
后
倭

姫
は
古
人
皇
子
の
所
生
で
皇
女
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
文
武
天
皇

に
は
皇
后

に
適
当
な
内
親
王
は
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
武
天

皇
の
在
世

中
に
起
草
さ
れ
た

「
浮
御
原
令
」
の
規
定
な
ら
ば
差
支
え

な

い
が
、
文
武
天
皇
の
治
世
に
制
定
さ
れ
た

「大
宝
令
」
に
実
行
不

可
能
な
原
則
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
い
。

繰
返
す

が
、
「後
宮
職
員
令
」

の
原
則
に
よ
る
皇
后

の
冊
立
は
、

先
帝
に
多

く
の
異
母
姉
妹
が
あ

っ
た
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
、
理
想
と
現
実
が
乖
離
し
た

と
き
に
は
、
次
善
の
策
が
取
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
次

善
の
策
に
お
い
て
も
、
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
女
性
の
範
囲
を
無
制
限

に
広
げ
得

た
と
す
る
の
も
適
当

で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合

の
慣
行
を
求
め
る
な
ら
ば
、
大
宝
令
施
行
下
に
編
纂
を
終
え
た

『日

本
書
紀
』

に
記
載
さ
れ
た
皇
后
の
例
を
参
考
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ

こ
で
は
そ
れ
が
史
実
で
あ

っ
た
か
否
か
は
問
題
と
し
な
い
。
皇
后
に

関
す
る

『日
本
書
紀
』
の
記
事
が
事
実
で
は
な
く
て
も
、
編
纂
時
の

常
識
に
従

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

大
宝
令
施
行
に
よ
っ
て
、
皇
女
の
身
位
は
内
親
王
と
な

っ
た
。
し

か
し
其
の
前
後
を
考
え
る
場
合
に
混
乱
す
る
か
ら
、
便
宜
的
に
天
皇

の
娘
は

「皇
女
」
、孫
以
下
の
世
代
は

「女
王
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

『日
本
書
紀
』

の
皇
后
に
つ
い
て
見
る
と
、
皇
女
が
多

い
の
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
上
に
記
し
た
よ
う
に
、
天
智
天
皇

の
皇
后
は
箭
明

天
皇

の
孫
の
倭
姫
で
、
天
智
天
皇
の
異
母
兄
古
人
皇
子
の
娘
で
女
王

で
あ
る
。
箭
明
天
皇
の
皇
后
宝
皇
女
は
皇
后
と
な
り
更
に
即
位
し
た

の
で
皇
女
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
敏
達
天
皇

の
曾
孫
、

彦
人
皇
子
の
孫
、
茅
淳
王
の
娘
な
の
で
女
王
で
あ
る
。
古
く
神
功
皇

后
は
開
化
天
皇
の
曾
孫
で
、
気
長
宿
祢
王
の
娘
と
あ
る
。
『古
事
記
』

に
は
、
開
化
天
皇
の
皇
子
迦
迩
米
雷
王
の
子
、
息
長
宿
祢
王
の
娘
と

あ
る
か
ら
、
開
化
天
皇
曾
孫
の
女
王
で
あ
る
。
記
紀
に
よ
る
と
、
皇

后
と
さ
れ
る
女
王
は
曾
孫
ま
で
の
範
囲
に
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
範
囲
は
有
力
豪
族
出
身

の
女
性
に
ま
で
広
が

っ
て
い
て
、

「
い
わ
ゆ
る
光
明
立
后

の
詔
」
に
も
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
仁
徳
天

皇

の
皇
后
に
武
内
宿
祢

の
孫
で
葛
城
襲
津
彦

の
娘

の
磐
之
媛
が
あ
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る
。
こ
れ

よ
り
も
古
く
、
開
化
天
白
舌
王后

の
諺
色
謎
命
は
物
部
氏
遠

祖
大
綜
麻
杵

の
娘
で
あ
る
。
孝
安
天
皇

の
皇
后
押
媛
は
磯
城
県
主
大

目
の
娘
で
あ
る
が
、
県
主
の
娘
に
ま
で
広
げ
る
の
は
適
当
で
は
あ
る

ま

い
。
そ
う
す
る
と
磐
之
媛
な
ど
二
人
と
な
る
が
、
『
日
本
書
紀
』

推
古
天
皇

二
十
年

(六

一
二
)
二
月
庚
午
条
に
、

二
月
辛
亥
朔
庚
午
。
改
d

葬
皇
太
夫
人
堅
塩
媛
於
檜
隈
大
陵
↓

是
日
。
謙
二
於
軽
街

一っ
第

一
、
阿
倍
内
臣
鳥
諌

二
天
皇
之
命

一っ

則
璽
霊
。
明
器
明
衣
之
類
万
五
千
種
也
。
第
二
、
諸
皇
子
等
以

二
次
第

一
各
諌
之
。
第
三
、中
臣
宮
地
連
烏
摩
侶
謙
二
大
臣
之
辞

一ゆ

第
四
、
大
臣
引
⇒
率
八
腹
臣
等

↓
便
以
二
境
部
臣
摩
理
勢

↓
令

レ
諌
二
氏
姓
之
本

一　
。
時
人
云
。
摩
理
勢
.烏
摩
侶
二
人
能
謙
。

唯
鳥

臣
不
レ
能
レ
諌
也
。

と
あ
り
、
ま
た
推
古
天
皇
二
十
八
年

(六
二
〇
)
十
月
条
に
は
、

冬
十
月
。
以
二
砂
礫
一
葺
二
檜
隈
陵
上

司
則
域
外
積
レ
土
成
レ
山
。

傍
毎

レ
氏
科
之
、
建
二
大
柱
於
土
山
上

司
時
倭
漢
坂
上
直
樹
柱
、

勝
之
太
山口同
。
故
時
人
号
之
、
日
二
大
柱
直

一
也
。

と
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
事
に
つ
い
て
、
そ
の
題
目
も
場
所
も
失
念

し
た
け
れ
ど
も
、
北
山
茂
夫
氏
が

一
九
五
〇
年
前
後
の
講
演
に
於
い

て
、
堅
塩
媛
の
改
葬
は
蘇
我
馬
子
が
皇
后
を
追
贈
し
た
と
し
て
お
ら

れ
た
の
で
、
蘇
我
氏
も
光
明
立
后
に
似
た
こ
と
を
し
た
、
換
言
す
れ

ば
藤
原
氏
が
蘇
我
氏
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

っ

た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
北
山
氏
の
論
考
は
管
見
に

入
ら
な
か

っ
た
が
、
今
も
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
。
欽

明
天
皇

の
皇
后
手
白
香
皇
女
に
加
え
て
、
用
明
天
皇

の
生
母
堅
塩
媛

に
皇
后

(太
后
)
を
追
贈
し
た
の
で
、
『日
本
書
紀
』

に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
『天
寿
国
曼
茶
羅
繍
帳
銘
』
に
、

嬰
二
巷
奇
大
臣
名
伊
奈
米
足
尼
女
名
吉
多
斯
比
弥
乃
弥
己
等

↓

為
二
大
重

と
あ

っ
て
、
堅
塩
媛
を

「大
后
」
と
し
て
い
る
の
も
妥
当

で
あ
る
。

追
贈
で
は
あ
る
が
、
有
力
豪
族
出
身

の
女
性

が
皇
后
と
な
り
得
る
例

は
、
五
世
紀
代

の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
仁
徳

天
皇
皇
后
な
ど
の
他
に
、

七
世
紀
代
の
例
を
加
え
、
八
世
紀

の
光
明
立
后
に
近
づ
け
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。

そ
れ
故
に
、
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
の
は
皇

女

(内
親
王
)
が
最
も

適
当

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
可
能
な
と
き
に
は
曾
孫
ま
で
の
女
王

(姫
王
)
、
そ
れ
も
不
可
能
な
場
合
に
は
有
力
な
豪
族
貴
族
の
女
性
も

皇
后

に
立
て
る
事
が
出
来
る
と
い
う

の
が
常
識
的
な
理
解
で
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
臣
下
の
女
性

の
立
后
が
可
能
な
ら
ば
、
天
皇
即
位

の
要
件
が
五
世
王
ま
で
の
皇
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
天

皇

の
玄
孫
と
な
る
世
代

の
皇
親
女
性
に
も
立
后
の
可
能
性
を
認
め
て
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も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
範
囲

を
広
げ
る
な
ら
ば
、
候
補
と
な
り
得
る
女
性
が
か
な
り
多
数
と
な
り
、

人
選
に
つ
い
て
の
不
満
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
異
論
が
生
じ

混
乱
が
起

る
可
能
性
が
あ

っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
皇
后
と
す
る

の
に
適
当
な
内
親
王
が
な
か

っ
た
聖
武
天
皇

の
皇
后
に
藤
原
光
明
子

が
冊
立
さ
れ
た
の
は
、
近

い
年
代
に
先
例
が
少
な
い
と
は
い
え
直
ち

に
不
当
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ

る
と
す
る

の
も
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
冊
立
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
人

選

の
適
否
が

一
般
の
常
識
に
該
当
し
て
い
た
か
否
か
に
問
題
が
生
じ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

「
い
わ
ゆ
る
光
明
立
后
の
詔
」
の
性
格

「
い
わ

ゆ
る
光
明
皇
后
立
后

の
詔
」
は
天
平
元
年

(七
二
九
)
八

月
壬
午

(二
十
四
)
条

の
宣
命
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
月
戊

辰

(十
)
条
に
は
、

戊
辰
。
詔
立
二
正
三
位
藤
原
夫
人

一為
二
皇
后
」

と
あ

っ
て
、
す
で
に
冊
立

の
詔
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
夫
人
藤

原
光
明
子
を
立
て
て
皇
后
と
す
る
。
そ
の
宣
命
詔
は

つ
ぎ
の
壬
午
条

　

に
載
せ
る
。」
と
す
る
見
解
も
あ
る

が
、
そ
の
詔
が
な
ぜ
十
四
日
後

の
壬
午
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
理
由
を
示
し
て
い
な
い
の
は
妥
当

で
は
な

い
。
天
皇
の
即
位
記
事
に
は

「
詔
」

の
文
字
が
な
く
、
数
日

後
に
即
位
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
あ
る
。
即
位
は
天
皇
自
身
の

行
為
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
即
位
に
は
詔
に
よ
る
命
令

の
必
要
は
な

く
、
後
日
に
な

っ
て
も
そ
の
事
実
を
詔
に
よ

っ
て
宣
布
す
れ
ば
よ
い
。

八
世
紀
の
践
酢
と
即
位
の
区
別
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
そ
の
ず
れ
と

し
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
皇
后

の
冊
立
は
天
皇

の
命
に
よ
る
行

為
で
あ
る
か
ら
、
冊
立
を
命
じ
た
詔
が
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
は
こ
の
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
し
、
混

乱
も
見
受
け
ら
れ
る
。

壬
午
条
は
長
く
な
る
が
引
用
す
る
と
、

壬
午
。
喚
d

入
五
位
及
諸
司
長
官
干
内
裏

弍
而
知
太
政
官
事

一
品
舎
人
親
王
宣
勅
日
。
天
皇
大
命
娘
麻
親
王
等

又
汝
王
臣

等
語
轟

勅
久
。
皇
朕
高
御
鴨

坐
初
舳
今
年
圷
轟

六
年
圷
成

奴
。
此
乃
間
圷
天
都
位
圷
嗣
坐
嬬
次
止
為
氏
皇
太
子
能

口⊥。
由

レ
是

イ

其
婆
婆
止
在
須
藤
原
夫
人
乎
皇
后
止
定
賜
。
加
久
定
賜
者
、
皇
朕

御
身
毛
年
月
積
奴
、
天
下
君
坐
而
年
緒
長
久
皇
后
不
レ
坐
事
母
、

艦

善
轟

行
畜

。
又
於
天
下
政
置
而
、
独
知
儲
物
不
レ
有
。

必
母
斯
理
幣
能
政
嘉

。
此
者
事
立
圷
不
レ
有
。
天
ホ
日
月
在
如
、

地
圷
山
川
有
如
、
並
坐
而
可
レ
有
止
言
事
者
、
汝
等
王
臣
等
明

見
所
知
在
。
然
此
位
乎
遅
定
縫

良
刀
比
止
麻
爾
母
己
我
夜
気
授
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切.人
肝
、

百

二
日
止
択
比
、
+
日
廿
日
止
試
定
駈
伊
波
婆
、
許

貴
太

斯
伎
意
保
伎
天
下
乃
轟

多
夜
須
久
行
撫
所
念
坐
而
、
此
乃

六
年

乃
内
乎
択
賜
試
賜
而
、
今
日
今
時
眼
当
衆
乎
喚
賜
而
細
事
乃

状
語
賜
飾
詔
勅
聞
宣
。
賀
久
詔
者
、
桂
畏
支
於
此
宮
坐
氏
、
現

神
大

八
洲
国
所
知
倭
根
子
天
皇
我
王
祖
母
天
皇
乃
、
始
斯
皇
后

乎
朕
賜
肱

勅
震

。
女
止
云
難
等
美
夜
我
加
久
云
。
其
父
侍
大

臣
乃
、
皇
我
朝
乎
助
奉
輔
奉
氏
、
頂
伎
恐
美
供
奉
乍
、
夜
半
暁
時

止
焦
息
無
久
、
浄
伎
明
心
乎
持
氏
、
波
波
刀
比
供
奉
乎
所
見
賜
者
、

其
人
乃
宇
武
何
志
伎
事
款
事
乎
送
不
レ
得
レ
忘
。
我
児
我
王
、
過

無
罪
無
有
者
、
燕

須
、
忘
盤

負
賜
宣
賜
志
大
命
依
而
、
架

加
久
ホ
年
乃
六
年
乎
試
賜
使
賜
氏
、
此
皇
后
位
乎
授
賜
。
然
毛
朕

時
鱗

不
レ
有
。
難
波
高
津
宮
御
宇
大
羅

天
皇
、
葛
城
曾
豆

比
古
女
子
伊
波
乃
比
売
命
皇
后
止
御
相
坐
而
、
食
国
天
下
之
政

治
賜
行
骸

。
今
米
豆
良
可
薪

伎
政
者
不
レ
有
。
轟

行
来
　

晶

詔
勅
、
聞
宣
。L
既
而
中
納
言
従
三
位
阿
倍
朝
臣
広
庭
更

宣
勅

日
。
天
皇
詔
旨
今
勅
御
事
法
者
、
常
事
跡
不
レ
有
、
武
都

ア

事
止
思
坐
故
、
猶
在
儲
物

蘇

夜
思
叢

大
御
物
賜
畝
宣
。L
賜

二
親
王
維
三
百
疋

一っ
大
納
言
二
百
疋
。
中
納
言

一
百
疋
。
三
位

八
十
疋
。
四
位
計
疋
。
五
位
廿
疋
。
六
位
五
疋
。
内
親
王

一
百

疋
。
内
命
婦
三
位
六
十
疋
、
四
位

一
十
五
疋
、
五
位

一
十
疋
。

と
あ
る
。

こ
の
日
の
宣
命
は
二
つ
あ

っ
て
、
『歴
朝
詔
旨
解
』
・
『続
日
本
紀

宣
命
考
』
・
『続
日
本
紀
宣
命

校
本

・
総
索
引
』
で
は
、
舎
人
親
王

が
宣
し
た
前
の
詔
を
「第
八
詔
」
、
阿
倍
広
庭
が
宣
し
た
後
の
勅
を
「第

九
詔
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
て
、
前
者
を

「舎
人

親
王
宣
詔
」
、
後
者
を

「阿
倍
広
庭
宣
勅
」
と
し
て
、
詔
と
勅

の
区

別
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

壬
午
条
の
冒
頭
に
は
、
「
喚
」判
入
五
位

及
諸
司
長
官
干
内
裏

一っ」

と
あ
り
、
ま
た
舎
人
親
王
宣
詔
の
始
め
に
は

昊

皇
大
命
娘
麻
親
王
等
、

又
汝
王
臣
等
語
轟

勅
久
。L
と
あ

っ
て
、
通
常
の
親
王
以
下
天
下
公

民
に
至
る
ま
で
に
呼
び
か
け
る
詔
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
こ
の
条
の

最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
賜
物
か
ら
見
る
と
、

こ
の
詔
の
対
象
は
五
位

以
上
と
六
位

の
諸
司
長
官
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
内
親
王
と
内
命

婦
が
含
ま
れ
て
い
た
。
皇
后
冊
立
の
詔
は
広
く
天
下
公
民
ま
で
に
宣

布
し
て
慶
賀
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た

範
囲
に
告
げ
ら
れ
る
の
は
異
常
で
あ
る
し
、
「阿
倍
広
庭
宣
勅
」
に
「常

事
跡
不
レ
有
」
と
も
あ
る
か
ら
、
「舎
人
親
王
宣
詔
」
は
皇
后
冊
立
の

詔
で
は
な
く
、
戊
辰
条
の
詔
の
内
容
で
も
な

い
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

上
掲
の
脚
注
で
は
、
光
明
立
后
そ
の
事
自
体

が
異
常
の
措
置
で
あ

っ

た
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
通
常
の
詔
と
は
異
な

っ
た
性
格
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の
詔
で
あ

っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
戊
辰
条

の
詔
は
通
常

の
皇
后
冊
立
を
述
べ
る
も
の

で
あ

っ
た

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
強

い
て
推
測
す
れ
ば
、
宝
亀
元
年

(七
七
〇
)
十

一
月
甲
子
条
の
即
位

刀口
こ
↓よ
、

一三ロこ
ー甲

子
・
詔
日
、
現
神
大
八
洲
所
知
倭
根
子
天
皇
詔
旨
止
宣
詔
旨
乎
、

親
王

・
王

・
臣

・
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
衆
聞
食
宣
。
朕

以
二
劣
弱
多

承
二
鴻
業

旦
、
恐
利
果

進
毛
不
レ
知
ぜ

毛
不

レ
匁

所
レ
念
波
、
貴
久
慶
伎
御
命
、
自
轟

味
受
焦

所
念
喉
.

法
喉

赫
追
d
皇
掛
恐
御
春
旦
量

子
↓
奉
レ
称
二
天
呈

又

兄
弟
姉
妹
、
諸
王
子
等
、
悉
作
二
親
王

↓
冠
位
上
給
治
給
。
又

以
二
井
上
内
親
王

一
定
二
皇
后
后
止
』
日芙

皇
御
命

衆
聞
食

宣
。
」
授
二
従
四
位
下
諦
四
品

司
従
五
位
下
桑
原
王

.
鴨
王

.

神
王
並
従
四
位
下
。
酒
人
内
親
王
三
品
。
従
四
位
下
衣
縫
女
王
・

難
波
女
王

・
坂
合
部
女
王

・
能
登
女
王

・
弥
努
摩
女
王
並
四
品
。

元
位
浄
橋
女
王

・
飽
波
女
王

・
尾
張
女
王
並
従
四
位
下
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
井
上
内
親
王
を
皇
后
と
す
る
と
あ
る
の

み
で
、
立
后
の
理
由
を
述

べ
て
は
い
な

い
。
す
で
に
白
壁
王
の
正
室

で
あ

っ
た
井
上
内
親
王
を
、
光
仁
天
皇
と
し
て
の
即
位
に
伴

っ
て
皇

后
に
冊
立
し
、
兄
弟
姉
妹
と
子
女
の
王
と
女
王
を
親
王

・
内
親
王
に

す
る
と

い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
由
を
示
す
必

要
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
僅
か
に

一
例
で
は
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
例
が
あ
る
か
ら
、
戊
辰
条
の
詔
は
立
后
の
理
由
を
簡
単
に
述

べ
た
程
度

の
も
の
で
あ

っ
て
も
よ
く
、
『新

儀
式
』
の
皇
后
冊
立
の

　

本
文

の
不
要
な
部
分
を
削
除
す
る
と
、

現
神
止
大
八
洲
所
知
須
和
根
子
天
皇
詔
旨
娘
万
勅
命
乎
親
王
王
公

百
寮
人
等
天
下
公
民
衆
聞
食
止
宣
。
食
国
天
下
政
波
独
魏

物
渤
不

レ
有
。
必
緊

倍
政
轟

。
自
レ
古
行
来
切.嘉

皇
后
定
留

中
乃

政
波
成
物
駄

.常
毛
所
レ
聞
志
行
須
。
故

是
以
レ
某
乎
皇
后
止
定
賜

布
。
故
此
状
悟
而
供
奉
止
宣
。

と
な
る
の
に
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

繰
返
し
に
な
る
が
、
「阿
倍
広
庭
宣
勅
」

の

「常
事
跡
不
レ
有
。
武

ひ
ツヰ

都
事
止
思
坐
」
と
は
、
通
常
の
天
下
に
宣
布
す
る
詔
で
は
な
く
、
限

ら
れ
た
範
囲
の
君
臣
間
に
お
け
る
情
誼
に
信
頼
し
た
内
密
の
頼
み
事

で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
と

い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「舎
人
親
王
宣

詔
」
は
、
光
明
子
の
立

后
に
反
発
す
る
人
々
が
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
が
後
に
禍
根
を
遺
す
の

を
懸
念
し
て
、
弁
明
に
終
始
し
た
詔
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
壬
午
の

条
に
招
集
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
、
光
明

立
后
に
反
発
し
た
人
々

が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
が
反
発
し
た
理
由
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は
、
当
時

に
は
皇
后
に
冊
立
す
る
対
象
に
適
当
な
内
親
王
が
な

い
か

ら
、
そ
れ
に
次
ぐ
女
王
達
を
を
考
え
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り

諸
親
王
の
娘
、
天
智

・
天
武
両
天
皇
の
孫
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
世

代
の
女
王

の
な
か
に
、
よ
り
適
当
な
皇
后

の
候
補
者
が
あ
る
と
考
え

る
人
々
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三

聖
武
天
皇
と
皇
親
の
女
性

立
后
の
候
補
と
な
り
得
る
皇
親
女
性

の
存
在
は
、
聖
武
天
皇
と
関

係
が
あ

っ
た
女
王
の
な
か
に
求
め
て
も
よ
か
ろ
う
。
天
平
宝
字
二
年

(七
五
八
)
十
二
月
丙
午
条
に
、

十
二
月
丙
午
。
(中
略
)
殿
二
従
四
位
下
矢
代
女
王
位
記
↓
以

下
被

レ
幸
二
先
帝

一而
改
上
レ
志
也
。

と
あ

っ
て
、
矢
代
女
王
は
聖
武
天
皇

の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
、
崩
後

三
年
た
ら
ず
に
天
皇
の
菩
提
を
弔
わ
ず
他
人
に
通
じ
た
た
め
位
記
を

剥
奪
さ
れ

て
い
る
。
『万
葉
集
』
巻
四
に
、

矢
代
女
王
献
二
天
皇

一
歌

一
首

き

み
に

よ
り

こ
と
の
し
げ

き
を

ふ

る
さ
と

の

あ

す

か

の

か

わ

に

み

そ

き

し

に

ゆ

く

君
爾
因

言
之
繁
乎

古
郷
之

明
日
香
乃
河
爾

潔
身
為
爾
去

臨

灘

㎜
謹

健

(六
二
六
)

が
あ

っ
て
、
聖
武
天
皇
に
に
召
さ
れ
た
と
き
に
献
じ
た
作
歌
と
思
わ

れ
る
。

天
平
九
年

(七
三
七
)
二
月
戊
午
条
に
、

二
月
戊
午
。
天
皇
臨
レ
朝
。
授
二
従
四
位
下
栗
林
王
従
四
位
上

↓

元
位
三
使
王

・
八
釣
王
並
従
五
位
下
。
従
四
位
上
橘
宿
祢
佐
為

正
四
位
下
。
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
豊
成
正
五
位
上
。
正
六
位
上

多
治
比
真
人
家
主
、
外
従
五
位
下
佐
伯
宿
祢
浄
麻
呂
、
阿
倍
朝

臣
豊
継

・
下
道
朝
臣
真
備
並
従
五
位
下
。
正
六
位
上
三
使
連
人

麻
呂
外
従
五
位
下
。
四
品
水
主
内
親
王

・
長
谷
部
内
親
王

・
多

紀
内
親
王
並
授
三
品
。
夫
人
元
位
藤
原
朝
臣
二
人
舗
並
正
三
位
、

正
五
位
下
県
犬
養
宿
祢
広
刀
自

・
元
位
橘
宿
祢
古
那
可
智
並
従

三
位
。
従
四
位
上
多
伎
王
正
四
位
下
。
従
四
位
下
桧
前
王
従
四

位
上
。
元
位
矢
代
王
正
五
位
上
。
従
五
位
下
住
吉
王
従
五
位
上
。

元
位
忍
海
王
従
五
位
下
。
従
四
位
下
大
神
朝
臣
豊
嶋
従
四
位
上
。

従
五
位
上
河
上
忌
寸
妙
観

・
大
宅
朝
臣
諸
姉
並
正
五
位
下
。
従

五
位
下
曾
祢
連
五
十
日
虫

・
大
春
日
朝
臣
家
主
並
従
五
位
上
。

元
位
藤
原
朝
臣
吉
日
従
五
位
下
。
正

六
位
上
大
田
部
君
若
子
、

従
六
位
上
黄
文
連
許
志
、
従
七
位
上
丈
部
直
刀
自
、
正
七
位
上

朝
倉
君
時
、
従
七
位
下
尾
張
宿
祢
小
倉

、
正
八
位
下
小
槻
山
君

広
虫
、
元
位
鷹
郡
君
並
外
従
五
位
下
。

と
あ
る
。
矢
代
女
王
の
系
譜
は
判
ら
な
い
が
、
元
位
か
ら
正
五
位
上
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を
叙
位
さ
れ
て
い
て
、
孫
女
王
初
叙
の
従
四
位
下
で
は
な

い
か
ら
、

天
皇
の
曾
孫
以
下
の
世
代
の
女
王
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
の
初
叙

で
あ
る
従

五
位
下
よ
り
も
三
階
高

い
か
ら
、
既
に
聖
武
天
皇
に
召
出

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
日
の
叙
位
は
か
な
り
特
殊
で
、
聖
武
天
皇
に
親
近
な
立
場
に

あ

っ
た
人
物
が
多
く
見
ら
れ
る
。
藤
原
武
智
麻
呂
と
房
前
の
娘
藤
原

朝
臣
二
人
と
橘
宿
祢
古
那
可
智
は
こ
れ
ま
で
元
位
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
頃
に
夫

人
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
橘
宿
祢
佐
為
は
光
明
皇
后

の

異
母
兄
で
、
夫
人
と
な

っ
た
橘
宿
祢
古
那
可
智
の
父
で
あ
る
。
下
道

朝
臣
真
備
は
い
う
ま
で
も
な
く
吉
備
真
備
で
あ

っ
て
、
こ
の
年

の
正

月
に
昇
叙
さ
れ
た
ば
か
り
、
さ
ら
に
十
二
月
に
は
藤
原
宮
子
の
病
気

回
復
に
よ
り
従
五
位
上
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
真
備
は
宮
子
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
中
宮
職
の
亮
で
、
こ
の
と
き
の
叙
位
に
は
中
宮
大
夫

が
見
え
な

い
か
ら
、
恐
ら
く
は
大
夫
が
欠
員
で
実
質
的
に
は
長
官
で

あ
り
、
聖
武
天
皇
の
厚

い
信
任
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
命
婦
の

中
に
は
著
名
な
尾
張
宿
祢
小
倉
と
小
槻
山
君
広
虫
も
見
え
る
。
矢
代

女
王
を
含
む
多
伎
王
か
ら
忍
海
王
ま
で
五
名
の
女
王
の
全

て
が
聖
武

天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
可
能
性

が
な
い
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。

ほ
か
に
も
、
直
木
孝
次
郎
氏
が
聖
武
天
皇
と
関
係
を
推
測
さ
れ
た
、

二
条
大
路
出
土
木
簡
に
見
え
る

「明
基
」
が
あ
る
。
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
尼
僧
ら
し
く
立
后
に
関
係
は
な

い
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

矢
代
女
王
が
位
記
を
剥
奪
さ
れ
た
の
は
、
聖
武
天
皇

へ
の
貞
節
の

志
を
捨
て
た
か
ら
で
あ
る
が
、
女
王
の
方
に
も
言
分
は
あ
ろ
う
。
臣

下
の
女
性
が
三
員
と
す
る
後
宮
職
員
令
の
規
定
を
越
え
て
、
四
名
も

夫
人
と
な

っ
て
正
三
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
皇
親
の
矢
代
女

王
が
夫
人
に
も
な
れ
ず
従
四
位
下
に
止
め
ら
れ
そ
の
後
も
昇
叙
さ
れ

な
か
っ
た
不
満
が
、
聖
武
天
皇
の
崩
後
に
他

の
男
性
の
許
に
走
ら
せ

た
理
由
か
と
思
わ
れ
る
。
矢
代
女
王
の
系
譜

や
人
格
が
判
ら
な

い
か

ら
、
皇
后
冊
立
に
欠
陥
が
あ

っ
た
か
否
か
は
判
ら
な

い
が
、
聖
武
天

皇

の
愛
顧
を
承
け
て
い
て
、
公
式
に
は
後
宮

に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
女
王
が
あ
り
、
周
囲
か
ら
も
そ
の
関
係
が
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
否
定

で
き
な

い
。
こ
う
し
た
女
王
は
矢
代
女
王
以
外
に
も
あ

っ
た

可
能
性
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
女
王
が
皇
后
と
し
て
適

当
で
あ

っ
た
と
は
な
し
え
な

い
に
し
て
も
、
皇
親
で
は
な
く
た
と
え

藤
原
不
比
等
の
娘
で
あ

っ
て
も
臣
下
の
女
性

が
皇
后
に
冊
立
さ
れ
た

こ
と
自
体
に
不
満
と
反
発
が
生
じ
た
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

後
宮
職
員
令
の
規
定
を
越
え
て
四
名
の
女
性
を
夫
人
と
し
て
い
る

の
に
、
皇
親
の
女
性

つ
ま
り
女
王
が

一
人
も
な

い
の
は
、
女
王
が
後

宮
で
の
正
規
の
地
位
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ

る
。
後
宮
か
ら
皇
親
女
性
を
排
除
し
た
の
が
、
聖
武
天
皇

の
意
志
か
ら
出
た
か
否
か
は
推
測
で
き
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置

を
行

っ
た
人
物
を
藤
原
氏
の
み
に
求
め
る
よ
り
も
、
天
皇
の
側
に
も

そ
の
必
然

性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。、
元
正
太
上
天
皇
も
そ
の

一

人
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
「舎
人
親
王
宣
詔
」
を
必
要
と
す
る
原
因

が
あ

っ
た
考
え
る
理
由
が
あ
る
。

四

い
わ
ゆ
る
光
明
立
后
詔
の
意
味

振
返

っ
て
、
舎
人
親
王
宣
詔
に
光
明
子
を
皇
后
に
選
定
し
た
理
由

と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
が
皇
太
子

の
母
で

し
り

へ
の
ま

つ
り

こ
と

あ
る
こ
と
と
、
「斯
理
幣
能
政
」
を
執
行
す
る
皇
后
が
必
要
で
あ
る

と
し
、
立
后
が
後
れ
た
の
は
即
位
以
来
六
年
間
慎
重
に
人
物
を
見
極

め
て
お
り

、
祖
母
元
明
天
皇
か
ら
も
忠
実
な
藤
原
不
比
等

の
娘
を
罪

無
く
し
て
捨
て
な
い
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
皇
太
子
の
母
で
不
比
等

の
娘
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

文
武
天
皇

の
夫
人
藤
原
宮
子
も
同
様
な
状
況
に
あ
る
。
文
武
元
年

(六

九
七
)
八
月
癸
未
条

に
は
、

癸
未
。
以
二
藤
原
朝
臣
宮
子
娘

一
為
二
夫
人

弍
紀
朝
臣
竃
門
娘
、

石
川
朝
臣
刀
子
娘
為
レ
妃
。

と
あ
り
、
夫
人

一
名
と
嬢
二
名
が
定
め
ら
れ

て
い
る
の
に
女
王
を
見

な
い
の
は
、
光
明
子
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
も
し
、
藤
原
宮
子
を

文
武
天
皇
の
皇
后
に
冊
立
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
理
由
は
光
明
子
の
場

合
と
全
く
同
様
で
、
聖
武
天
皇
の
祖
母
元
明
天
皇
を
文
武
天
皇
の
祖

母
持
統
天
皇
に
置
換
え
る
だ
け
で
通
用
す
る
と
思
わ
れ
る
。

皇
親
の
女
性
で
は
な
く
、
臣
下
の
女
性
を
皇
后
に
冊
立
す
る
に
は
、

特
別
の
理
由
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
皇
太
子
の
母
で
あ
る
の

が
適
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
首
皇
子
の
ち
の
聖
武
天

皇
を
幼
少
で
も
皇
太
子
と
し
て
、
適
当
な
時
期
に
宮
子
を
皇
后
に
冊

立
す
る
計
画
が
不
比
等

の
生
前
か
ら
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
実
行
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
天
平
九
年

(七
三
七
)
十
二
月

丙
寅
条
に
、

丙
寅
。
改
二
大
倭
国
↓
為
二
大
養
徳
国

一っ
是
日
、
皇
太
夫
人
藤

原
氏
、
就
二
皇
后
宮

↓
見
二
僧
正
玄
防
法
師

↓
天
皇
亦
幸
二
皇

后
宮

司
皇
太
夫
人
為
レ
沈
二
幽
憂

↓
久
廃
二
人
事

↓
自
レ
誕
二

天
皇

↓
未
二
曾
相
見

↓
法
師

一
看
、
恵
然
開
暗
。
至
レ
是
、
適

与
二
天
皇

一
相
見
。
天
下
莫
レ
不
二
慶
賀

一っ
即
施
二
法
師
維

一
千

疋

.
綿

一
千
屯

.
糸

一
千
絢

.
布

一
千
端

↓
又
賜
二
中
宮
職
官

人
六
人
位

一各
有
レ
差
。
山口冗
従
五
位
下

下
道
朝
臣
真
備
授
二
従

五
位
上

↓
少
進
外
従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
虫
麻
呂
従
五
位
下
。
外
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従
五
位
下
文
忌
寸
馬
養
外
従
五
位
上
。

と
あ
る
よ
う
に
、
聖
武
天
皇

の
出
産
後
、
恐
ら
く
は
強
度
の
神
経
症

を
発
病
し
た
た
め
に
皇
后

の
責
務
を
果
し
得
な
く
な

っ
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
光
明
立
后
は
不

比
等

の
没
後
で
は
あ
る
が
既
定
の
路
線
上
に
あ

っ
て
、
藤
原
氏
の
希

望
が
叶
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
当
事
者
で
あ
る
聖
武
天
皇
も
元

正
太
上
天
皇
も
当
然
と
し
て
い
た
た
め
に
、
誕
生
直
後
に
異
例
の
立

太
子
が
行
わ
れ
、
皇
太
子
の
死
亡
や
長
屋
王

の
事
件
が
あ

っ
て
や
や

遅
れ
は
し
た
が
、
亡
き
皇
太
子
の
母
で
あ
る
夫
人
光
明
子
の
立
后
が
、

既
定
の
路
線
上
に
あ
る
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
簡
単
な
詔
に
よ

っ
て

行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
対
し
て
予
期
し
な
い
反
発
を
見
た
た

め
に
、
十

四
日
後
に
改
め
て
通
常
で
は
な
い
宣
命
、
「舎
人
親
王
宣
詔
」

を
出
さ
ざ

る
を
得
な
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
岸

俊
男
氏
が
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
皇
太
子
の
死
亡
と
同
年
に
安
積
親

王
が
誕
生

し
た
た
め
に
、
藤
原
氏
が
安
積
親
王
の
即
位
を
妨
げ
る
目

的
で
、
急
遽
長
屋
王
を
排
除
し
て
光
明
立
后
を
強
行
し
た
と
す
る
の

に
は
同
意
し
が
た

い
。

天
平
元
年

(七
二
九
)
当
時
、
二
月
に
左
大
臣
長
屋
王
が
自
尽
さ

せ
ら
れ
た
直
後
の
太
政
官
の
構
成
は
、
知
太
政
官
事

一
品
舎
人
親
王
、

大
納
言
従
二
位
多
治
比
真
人
池
守
、
中
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
武
智

麻
呂

(三
月
に
大
納
言
に
昇
進
)
・
正
三
位
大
伴
宿
祢
旅
人

・
従
三

位
阿
倍
朝
臣
広
庭
、
参
議
正
三
位
藤
原
朝
臣
房
前
で
あ
り
、
権
参
議

に
大
宰
大
弐
正
四
位
上
多
治
比
真
人
県
守

(三
月
従
三
位
)
・
左
大

弁
正
四
位
上
石
川
朝
臣
石
足

(三
月
従
三
位
)
・
弾
正
サ
従
四
位
下

大
伴
宿
祢
道
足

(三
月
正
四
位
下
)
が
あ

っ
た
。
八
名

の
う
ち
、
藤

原
氏
は
二
名
で
あ
る
。
藤
原
宇
合
は
従
三
位

で
あ

っ
た
が
式
部
卿
、

藤
原
麻
呂
は
正
四
位
上
京
職
大
夫

(三
月
従

三
位
)
で
あ

っ
て
、
ま

だ
太
政
官
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
状
況
下
で
、
藤
原
氏

に
は
太
政
官
を
聾
断
す
る
よ
う
な
権
力
者
は

い
な
い
か
ら
、
そ
の
意

図
に
よ
り
光
明
立
后
を
強
行
し
た
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
天
皇
や
太
上
天
皇
は
藤

原
氏
の
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
元

正
太
上
天
皇
や
聖
武
天
皇
も
、
文
武
天
皇
以
来
、
持
統
太
上
天
皇
が

布
い
た
路
線
を
踏
襲
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

続

い
て

「さ
ら
に
深
く
考
え
れ
ば
、
聖
武

の
次
に
光
明
女
帝

の
即

位
さ
え
も
胸
に
描

い
て
い
た
も
知
れ
ぬ
。」
と

し
て
お
ら
れ
る
の
は
、

岸
氏

に
よ
る
皇
后
成
立
過
程

の
考
察

に
よ
る
見
解
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
臣
下
出
身

の
皇
后
が
即
位
し
た
前
例
は
な

い
。
「
継
嗣
令
」
皇

兄
弟
子
条
に
は
、
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凡
皇
兄
弟
皇
子
、皆
為
二
親
王
↓
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
二
諸
王

一ゆ

と
あ
る
が
、
本
註
の

「女
帝
」
に
対
す
る

『令
集
解
』

の
諸
説
を
挙

げ
る
と
、

謂
。
撮
下
嫁
二
四
世
以
上

司
所
上
レ
生
。
何
者
、
案
二
下
条

↓
為

二
五
世
王
不
得

τ
嬰
二
親
王

一故
也
。
穴
云
。
女
帝
子
者
、
其

兄
弟
兼
文
述
詑
。
故
只
顕
レ
子
也
。
孫
王
以
下
皆
為
二
皇
親
也
。

朱
云
。
女
帝
子
亦
同
。
未
レ
知
、
依
二
下
条

↓
四
世
王
以
上
、

可
レ
嬰
二
親
王
↓
若
違
レ
令
嬰
、
女
帝
生
子
者
、
為
二
親
王

一
不

ミ
も

　

あ

　

　

ハ

ヘ
ノ
け

れ

お

も

ほ

ム
リ

　

　

ル

ん

も

け

り

え

ゴ

ん

ル

何
。
古
記
云
。
女
帝
子
亦
同
。
謂
、
父
難
二
諸
王

一
猶
為
二
親

王

一っ

父
為
二
諸
王

↓
女
帝
兄
弟
、
男
帝
兄
弟

一
種
。

と
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は

「古
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
説
は
と
も
に
、

女
帝
は
内

親
王

で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
解
釈
し
て
い

る
。
「古
記
」
の
説
は
、
そ
の
成
立
の
頃
と
さ
れ
る
天
平
十
年

(七
三
八
)

に
阿
倍
内

親
王

の
立
太
子
が
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た

解
釈
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
天
平
元
年

(七
二
九
)
の
光
明
立
后
の

頃
に
は
な

か

っ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
持
統
天
皇
以
来

の
女
帝
は
全

て
内
親
王

で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ

っ
た
と

し
て
よ
か
ろ
う
。
『令
義
解
』
以
下
は

「古
記
」
を
受
継
い
で
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
藤
原
氏
が
ど
の
よ
う
な
強
大
な
権
力
を
持

っ
て
い
た

に
し
て
も

、
立
后
に
つ
い
て
弁
明

の
詔
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

光
明
皇
后
に
、
皇
后
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
即
位
の
可
能
性
を

期
待
す
る
の
は
あ
り
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
安
積
親
王
が
急
死

し
な
け
れ
ば
、
県
犬
養
氏

の
夫
人
が
生
ん
だ
唯

一
の
皇
子
の
即
位
を

阻
止
す
る
こ
と
を
、
藤
原
氏
が
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
安
積

親
王
の
祖
父
、
縣
犬
養
宿
祢
広
刀
自

の
父
、
讃
岐
守
従
五
位
下
県
犬

養
宿
祢
唐
が
外
戚
と
な

っ
た
と
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
の
権
勢
を
振
え

た
で
あ
ろ
う
か
。
藤
原
氏
が
そ
の
た
め
に
大

き
な
不
安
を
持

っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
今
に
な
る
と
、
筆
が
走
り
す
ぎ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
光
仁
天
皇
が
称
徳
天
皇

の
崩
後
即
位
ま
で
の
皇
太
子
の

期
間
に
は

「令
旨
」
に
よ

っ
て
命
を
下
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
天

皇
崩
後
で
新
帝
即
位
以
前

に
は
皇
后
ま
た
は
皇
太
后
の
令
旨
に
よ

つ

て
か
な
り
な
事
を
行
な

い
得
た
か
と
は
思
わ
れ
る
。

皇
親
女
性
を
排
除
し
て
、
藤
原
氏
出
身
の
皇
后
光
明
子
を
立
て
た

遠
因
は
、
宮
子
の
場
合
を
考
慮
す
る
と
、
持
統
天
皇
が
そ
の
血
統
に

皇
位
を
伝
え
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
に
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
を
草
壁
皇
子
の
血
統
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
文
武
天

皇

の
即
位
に
始
り
、
そ
の
後
に
前
例
を
見
な

い
皇
位
の
継
承
が
重
ね

ら
れ
た
の
は
、
す
べ
て
こ
の
方
針
の
下
に
計
画
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

藤
原
氏
出
身
の
光
明
皇
后
が
冊
立
さ
れ
て
、
藤
原
氏
に
外
戚
の
地
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位
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

行
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た

い
。

五

補
論

そ
れ
が
藤
原
氏

の
み
に
よ

っ
て
強

臣
下
出
身
の
光
明
皇
后
が
立
て
ら
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
に
は
、
か

な
り
の
経
過
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
持
統
天
皇
以
後

に
譲
位
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
の
に
も
、
同
様

の
経
過
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
『日
本
書
紀
』
の
記
載
を
安
閑
天
皇

の
即
位

に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
も
関
係
す
る

と
こ
ろ
が
多

い
の
で
、
詳
細
な
検
討
は
可
能
な
ら
ば
別
の
機
会
に
譲

り
、
概
略

の
み
を
記
す
に
留
め
た
い
。

安
閑
天
皇
即
位
前
紀
に
よ
る
と
、
継
体
天
皇
は
安
閑
天
皇
を
立
て

て
即
日
崩

じ
た
と
あ
る
。
こ
の
事
の
実
否
に
は
、
紀
年
の
混
乱
や
欽

明
朝
と
安
閑
宣
化
朝
の
対
立
説
な
ど
を
含
む
多
く

の
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
さ

て
お
い
て
、
譲
位
の
初
例
記
事
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
後

の
譲
位
の
よ
う
に
太
上
天
皇
と
天
皇
が
併
存
す
る
事
態
は
実
質
上
存

在
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
譲
位
に
は
新
天
皇
の
即
位
に
第
三
者
が

介
在
し
、
混
乱
を
招
く
の
を
避
け
る
効
果
が
あ

っ
た
の
で
こ
の
よ
う

に
記
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

次

の
譲
位
は
、
皇
極
天
皇

の
場
合
で
あ
る
。
『日
本
書
紀
』
孝
徳

天
皇
即
位
前
紀
に
よ
る
と
、
皇
極
天
皇
は
実
子
中
大
兄
皇
子

(天
智

天
皇
)
に
譲
位
す
る
意
志
を
中
大
兄
皇
子
に
伝
え
た
が
、
中
大
兄
皇

子
は
直
ち
に
は
受
諾
せ
ず
中
臣
鎌
足
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
鎌
足
は

異
母
兄
古
人
皇
子
が
年
長
で
あ
る
か
ら
長
幼

の
序
が
乱
れ
る
と
の
理

由
で
、
皇
極
天
皇

の
弟
、
叔
父
の
孝
徳
天
皇

に
譲
る
こ
と
を
勧
め
た

と
あ
り
、
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
経
過
か
ら
推
測
す
れ
ば
、

一
応
孝
徳
天
皇
を
立
て
な
が
ら
競
合
す
る
古
人
大
兄
皇
子
を
除
き
、

孝
徳
天
皇

の
後

に
は
そ
の
子
有
馬
皇
子
を
倒
し
、
最
後
に
中
大
兄
皇

子
を
即
位
さ
せ
る
計
画
を
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
計
画

の
実
現
に
も
、
鎌
足
の
動
き
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
が
あ
く
ま
で
表
面

に
は
出
ず
、
政
界
で
最
高
の
地
位
に
は
就
か
な
い
で
、
内
臣
の
地
位

を
続
け
死
の
直
前
に
内
大
臣
に
な

っ
た
。
皇
極
天
皇
が
自
己
の
血
統

に
皇
位
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
た
。

譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
を
確
実
に
し
よ
う
と
す
る
政
策
は
、
継
体

天
皇
崩
後

の
事
態
が
そ
の
先
躍
と
な

っ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
よ
り

直
接
に
は
推
古
天
皇
崩
後
の
皇
嗣
継
承
を
廻

る
田
村
皇
子

(箭
明
天

皇
)
と
山
背
大
兄
王
と
の
確
執
に
あ
ろ
う
。
中
國
に
は
譲
位
の
慣
行

が
な
い
の
で
、
そ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
中
国
周
辺

の
諸
民
族
の
慣
行
に
淵
源
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
れ
を
挙
証

一16一



す
る
準
備

は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
事
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
律
令
体
制
採
用

へ
の
途
上
に
、
天
皇

(大
王
)

へ
の
権

力

の
集
中

が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
、
そ
こ
に
単

一
の
血
統
に
皇

位
を
伝
え
よ
う
と
す
る
意
志
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
人
大

兄
皇
子
や
有
馬
皇
子
の
謀
叛
計
画
が
、
自
滅
し
た
と
か
、

反
対
者
の
計
画
に
よ

っ
て
起
さ
れ
た
と
か
、
謀
略
に
よ
る
無
実
で
あ

る
な
ど
と

は
断
定
し
な
い
方
が
よ
か
ろ
う
。
常
に
勝
利
者
の
側
の
謀

略
と
す
る
見
解
に
は
、
判
官
贔
屓
の
匂

い
が
す
る
。
真
相
は
不
明
で

あ
る
が
、
勝
利
者

の
側
に
有
利
に
動

い
た
と
す
る
の
み
で
も
問
題
は

無
か
ろ
う
。
こ
の
後
の
事
件
も
同
様
で
あ
る
。

天
智
天
皇
が
譲
位
を
行
わ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
壬
申
の
乱
を
惹
起

し
た
原
因

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ

の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、

皇
后
倭
姫

に
皇
子
の
誕
生
が
な
く
、
穏
当
と
さ
れ
る
皇
嗣
の
選
定
が

困
難
で
あ
り
、
躊
躇
す
る
間
に
崩
御
に
至

っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

天
武
天
皇
の
皇
后
で
あ

っ
た
持
統
天
皇
が
、
そ
の
血
統
に
皇
位
を

伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
先
に
示
し
た
の
と
同
様
な
理
由
が
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
予
想
外

の
事
態
が
重
ね
て
生
じ

て
い
る
。
天
武
天
皇

の
崩
後
、
大
津
皇
子
を
謀
叛
に
よ
る
と
し
て
処

刑
し
、
皇

太
子
草
壁
皇
子
の
即
位
を
確
実
に
は
し
た
が
、
即
位
以
前

に
亮
じ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
皇
后
が
即
位
し
て
持
統
天
皇
と
な
り
、

恐
ら
く
競
合
し
た
高
市
皇
子
の
死
後
、
持

統
十

一
年

(文
武
元
年

六
九
七
)
に
、
前
例
の
な
い
年
少
十
五
歳

の
文
武
天
皇
に
譲
位
し
て

い
る
。

こ
の
際
に
皇
親
を
集
め
た
会
議
が
開
か
れ
、
紛
議
の
中
で
皇
位

の

直
系
継
承
が
古
来
の
伝
統
で
有
り
、
紛
争
を
防
止
す
る
と
強
弁
し
た

葛
野
王
の
発
言
が
決
定
的
と
な

っ
た
と

『懐
風
藻
』
記
さ
れ
て
い
る

が
、
『懐
風
藻
』

の
伝
記

の
性
格
か
ら
細
部

に
至
る
ま
で
信
頼
性
を

持

つ
か
否
か
に
疑
問
が
あ
る
。
し
か
し
、
道
祖
王
廃
太
子
の
後
に
高

官
を
集
め
た
会
議
が
あ

っ
た
と

『続
日
本
紀
』

に
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
会
議
自
体

の
存
否
ま
で
疑
う
必
要
は
な

か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

古
代
の
会
議
に
は
多
数
決
の
慣
行
は
な
い
か
ら
、
主
催
す
る
持
統
天

皇
が
予
め
定
め
た
方
針
に
随

っ
て
行
わ
れ
、
反
論
は
採
択
さ
れ
ず
、

今
日
か
ら
見
る
と
か
な
り
形
式
的
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
に
と
思
わ

れ
る
。

文
武
天
皇
も
二
十
五
歳
で
崩
御
し
て
、皇
太

子
と
な
る
首
皇
子

(聖

武
天
皇
)
は
ま
だ
立
太
子
に
も
適
当
な
年
齢

で
は
な
か

っ
た
。
更
に

聖
武
天
皇
に
は
皇
子
の
誕
生
が
少
な
く
、
わ
ず
か
二
人
の
皇
子
も
成

人
す
る
こ
と
な
く
亮
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
予
想
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
事
態
で
あ
ろ
う
。

即
位
可
能
な
年
齢
に
達
し
て
い
た
天
智
天
武
両
天
皇

の
皇
子
に

一17一



は
、
こ
れ
以
前
か
ら
多
く
の
食
封
が
賜
与
さ
れ
、
こ
の
後
も
引
続

い

て
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
武
八
年

(六
七
九
)
に
、
天
武
天

皇
が
吉
野

で
、
上
記
両
天
皇
の
皇
子
た
ち
の
う
ち
、
即
位
可
能
な
年

齢

の
皇
子

五
人
を
選
び
、
簡
単
に
い
え
ば
天
武
天
皇
の
死
後
も
そ
の

決
定
に
随
う
な
ら
ば
悪
い
よ
う
に
し
な
い
と
約
束
し
、
諸
王
子
も
そ

れ
に
随
う
と
誓

っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
多
数
の
食
封
賜
与
に

よ

っ
て
、
即
位
を
断
念
す
る
代
償
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時

に
、
通
常
な
ら
ば
天
皇

の
み
で
よ
か
ろ
う
が
、
皇
后

(持
統
天
皇
)

も
同
じ
約
束
を
行

っ
て
い
る
の
は
、
皇
后
の
勧
め
に
よ

っ
て
行
わ
れ

た
こ
と
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

持
統
太
上
天
皇
は
若
年
の
文
武
天
皇
と
共
治
し
た
と
、
元
明
天
皇

即
位
詔
に
見
え
る
。
五
十
三
歳

の
太
上
天
皇
と
十
五
歳

の
天
皇
が
共

治
す
る
場
合
、
太
上
天
皇
が
首
で
天
皇
が
副
と
な
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
こ

の
関
係
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

持
統
太
上
天
皇
は
文
武
天
皇
の
生
長
を
見
て
恐
ら
く
安
心
し
て
大
宝

三
年

(七

〇
三
)
に
五
十
八
歳
で
死
を
迎
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
文
武

天
皇
も
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
に
二
十
五
歳
で
崩
じ
て
し
ま

っ
た
し
、

聖
武
天
皇

に
も
成
人
し
て
皇
位
を
継
承
す
る
皇
子
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
。譲

位
に
よ

っ
て
持
統
天
皇
の
血
統
に
皇
位
を
伝
え
よ
う
と
す
る
計

画
を
立
案
し
た
の
は
、
藤
原
鎌
足
の
第
二
子

で
持
統
天
皇

の
命
を
受

け
た
不
比
等
で
あ
ろ
う
。
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
四
月
、
文
武
天
皇

崩
御

の
直
前
に
、
藤
原
不
比
等
に
五
千
戸
の
食
封
を
賜
与
し
よ
う
と

し
た
詔
に
は
、
そ
の
功
績
が
父
鎌
足
と
同
様

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
鎌
足
が
天
智
天
皇
の
即
位
を

可
能
と
し
た
の
と
同
様

に
、
そ
の
方
策
を
受
継

い
だ
不
比
等
も
文
武

天
皇
即
位
実
現
に
功
績

が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
不
比
等
に
は
宮
子
が
皇
太
子

首
皇
子
を
誕
生
す
れ
ば
、
皇
后
に
立
て
外
戚

の
地
位
を
与
え
よ
う

と
約
束
さ
れ
て
い
た
が
、
宮
子
の
発
病
に
よ
り
そ
れ
が
実
現
で
き
な

か

っ
た
の
で
、
そ
の
代
償
と
し
て
の
食
封
で
あ
ろ
う
。

文
武
天
皇
の
唯

一
の
男
子
で
あ
る
首
皇
子

(聖
武
天
皇
)
は
、
文

武
天
皇
崩
御
に
あ
た
っ
て
は
七
歳
に
過
ぎ
ず

、
い
か
に
強
弁
し
て
も

即
位
は
不
可
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
皇
后
即
位
の

前
例
は
あ
る
が
、
前
例
が
な
い
皇
太
子
妃

(皇
大
妃
)
の
即
位
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
理
由
の

一
つ
に
は
、
元
明
天
皇
即
位
詔
に
文
武
天
皇

に
譲
位
の
意
志
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
こ

の
際
に
は
、
次
の
首
皇

子
に
光
明
子
を
嬰
ら
せ
、

一
旦
は
見
送
ら
れ
た
外
戚
の
地
位
を
藤
原

氏
に
確
保
さ
せ
る
約
束
も
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
年
少
で
即
位

し
、
持
統
太
上
天
皇
と
共
治
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
文
武
天
皇

の
資
格
に
も
、
こ
れ
を
疑
問
と
す
る
者
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
元
明
天

一18一



皇
即
位
詔

は
、
「
い
わ
ゆ
る
光
明
立
后

の
詔
」
と
同
様
に
、
文
武
天

皇
と
自
己

の
即
位
が
正
当
で
あ
る
と
の
弁
明
に
終
始
し
て
い
る
と
見

受
け
ら
れ
る
。

元
明
天
皇
は
首
皇
子
の
成
人
を
待
と
う
と
し
て
、
和
銅
七
年

(七

一
四
)
に
十
四
歳
の
皇
太
子
首
親
王
を
元
服
さ
せ
た
。
立
太
子
は
こ

の
前

の
近

い
頃
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
元
明
天
皇
は
聖
武
天
皇

の
即
位
ま

で
に
崩
御
す
る
の
を
懸
念
し
て
か
、
氷
高
内
親
王
に
譲
位

す
る
準
備
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
未
婚
の
女
性
が
即
位
す
る
こ
と
も

前
例
は
な

い
か
ら
、
そ
れ
を
確
実
に
す
る
の
は
譲
位
に
よ
る
ほ
か
は

な
か
っ
た
。
氷
高
内
親
王
は
、
元
明
天
皇

の
譲
位
詔
に
よ
る
と
、
コ

品
氷
高
内
親
王
、
早
叶
二
祥
符

↓
夙
彰
二
徳
音

司
天
縦
寛
仁
、
沈
静

娩
攣
、
華
夏
載
停
、
謳
訟
知
レ
帰
。」
と
あ
る
。
「
沈
静
娩
攣
」
と
さ

れ
る
女
性
が
、
霊
亀
元
年

(七

一
五
)
に
即
位
す
る
三
十
六
歳
ま
で

独
身
で
あ

っ
た
の
は
、
譲
位
を
予
定
し
て
独
身
を
保

つ
代
償
に
、
譲

位

に
よ
る

即
位
を
保
証
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『大
宝
令
』

の
位
階
で
は
最
高
で
あ
る

一
品
の
官
位
も
即
位
準
備

の

一
つ
か
と
思

わ
れ
る
。

和
銅
元
年

(七
〇
八
)
に
、
左
大
臣
に
昇
進
し
た
石
上
麻
呂
の
後

を
受
け
て
、
藤
原
不
比
等
は
右
大
臣
と
な
り
、
養
老
元
年

(七

一
七
)

に
石
上
麻
呂
が
莞
じ
た
後
も
右
大
臣
に
止
ま

っ
た
の
は
、
昇
進
が
見

送
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
臣
位
を
独
占
す

る
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
不
比
等
が
養
老
三
年

(七

一
九
)
に
亮
ず
る
が
、
後
任
は
空
席

で
、
舎
人
親
王
が
知
太
政
官
事
と
な
っ
て
い
る
。

舎
人
親
王
は
、
天
武
天
皇
の
皇
子
で
母
は
新
田
部
皇
女
で
あ
り
、

母
方
の
祖
父
は
天
智
天
皇
、
祖
母
は
阿
倍
倉
梯
麻
呂

の
女
橘
娘
で

あ

っ
た
。
も
し
文
武
天
皇
が
立
て
ら
れ
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
舎
人
親

王
の
即
位
の
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
他
に
は
、
大
江

皇
女
所
生
の
長
親
王
と
弓
削
親
王
、
藤
原
氷
上
娘
所
生

の
新
田
部
親

王
が
あ

っ
た
。
長
親
王
と
弓
削
親
王
は
、
文
武
天
皇
即
位
以
後
ま
も

な
く
死
亡
し
て
い
る
る
の
で
健
康
に
不
安

が
あ

っ
た
か
も
知
れ
ず
、

新
田
部
親
王
は
藤
原
麻
呂

の
異
父
兄
に
当
る
か
ら
、
母
の
行
跡
に
異

論
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
舎
人
親
王
は
皇
位

に
望
み
を
か
け
ず
、
多
く
の
食
封
を
賜
与
さ
れ
て
、
文
武
天
皇
以
後

の
皇
位
継
承
の
路
線
に
協
力
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
養
老
五
年

(七
二

一
)
正
月
に
長
屋
王
が
右
大
臣
と
さ

れ
て
い
る
の
は
、
舎
人
親
王
と
共
に
藤
原
不
比
等
が
果
し
て
い
た
任

務
、
首
親
王
の
擁
立
を
期
待
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
の
十
二
月
に

元
明
太
上
天
皇
は
六
十

一
歳
で
崩
御
し
た
。

こ
の
時
に
不
慮
の
事
態

を
懸
念
し
て
、
長
屋
王
と
藤
原
房
前
に
重
ね

て
の
遺
詔
が
あ
り
、
さ

ら
に
元
正
天
皇
は
房
前
に

「当
下
作
二
内
臣

一
計
」引
会
内
外

↓
准
レ
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勅
施
行
、
輔
翼
d

帝
業

↓
永
寧
中
国
家
抄
」
と

い
う
勅
を
出
し
て
い

る
。
「作
二
内
臣

一」
は
内
臣
任
命
と
解
さ
れ
て
、
房
前
は
強
大
な
権

力
を
行
使

し
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
任
命
な
ら
ば

「為
二
内
臣

一
」

と
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
「内
臣
」
の
官
職
が
設
置
さ
れ
た
記
事
も
な
く
、

房
前
の
経

歴
を
記
す

『公
卿
補
任
』
や

『尊
卑
分
脈
』
に
も
内
臣
任

命
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
私
は
、
房
前
が
祖
父
鎌
足
の
天
智
天
皇
を

補
佐
し
た
内
臣
と
同
様
に
心
得
て
、
不
測
の
事
態
を
防
止
し
葬
儀
を

円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
房
前

の
内
臣

関
係
以
外

は
、
岸
俊
男
氏
の

「
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」
に
詳
し
い
。

文
武
天
皇
の
即
位
以
後
、
太
上
天
皇
が
複
数
と
な
る
の
は
避
け
ら

れ
て
い
た
が
、
太
上
天
皇

の
崩
後
に
皇
太
子
が
即
位
可
能
な
年
齢
で

あ
れ
ば
、
早

い
時
期
に
瑞
祥
出
現
の
慶
事
を
機
会
と
し
て
譲
位
す
る

と
し
て
い
た
ら
し

い
。
聖
武
天
皇
と
孝
謙
天
皇
の
即
位

の
場
合
が
そ

れ
に
当
る
。
元
明
太
上
天
皇
の
崩
後
三
年
目
の
神
亀
元
年

(七
二
四
)

に
前
年
十
月
に
発
見
さ
れ
た
白
亀
の
出
現
を
理
由
と
し
て
、
元
正
天

皇
は
二
十
四
歳
の
聖
武
天
皇

に
譲
位
し
て
い
る
。
孝
謙
天
皇
も
元
正

太
上
天
皇

の
崩
後
三
年
目
に
即
位
し
て
い
る
。
聖
武
天
皇
即
位
詔
に

は
、
元
明

太
上
天
皇
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
「
今
将
に
副
わ
ん
と
坐

す
御
世
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
太
上
天
皇

に
対
す
る
関
係

を

「副
」
と
し
て
い
る
事
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

「
副
」
は
本
居
宣
長
が
理
由
な
く

「嗣
」
と
改
め
て
以
来
、
現
在
の

諸
刊
本
に
ま
で
受
継
が
れ
た
た
め
に
注
目
さ
れ
て
は

い
な
か

っ
た
。

聖
武
天
皇

の
即
位
後
、
天
平
十
年

(七
三
八
)
正
月
に
二
十

一
歳

の
阿
倍
内
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の
皇
太
子
は

前
後
に
全
く
例
は
な
い
が
、
聖
武
天
皇
の
皇
位
継
承
の
情
勢
を
考
え

れ
ば
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
二
年
前
の
天
平
八
年

(七
三
六
)
二
月
頃
に
、
藤
原
武
智
麻
呂
と

房
前
所
生
の
娘
と
橘
佐

為
の
娘
三
名
が
夫
人
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
光
明
皇
后
所
生
の

皇
太
子
が
誕
生
の
翌
年
に
夫
折
し
た
後
も
、
次
の
皇
子
誕
生
を
待

っ

て
い
た
が
八
年
後
ま
で
生
れ
な
か

っ
た
の
で
、
縣
犬
養
広
刀
自
所
生

の
安
積
親
王
が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
よ
り
門
地
の
高

い
女
性
に
皇
子

の
誕
生
を
期
待
し
て
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
皇
子
が

得
ら
れ
な
く
て
も
、
安
積
親
王
の
即
位
は
聖
武
天
皇
唯

一
の
皇
子
で
、

光
明
皇
后
の
母
と
同
族
の
女
性
所
生
の
皇
子

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
即

位
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

い
つ
れ
の
場
合
に
せ

よ
、
聖
武
天
皇
の
皇
子
が
即
位
可
能
な
年
齢

に
達
す
る
に
は
か
な
り

の
年
月
を
要
し
、
そ
の
間
に
中
継
の
女
帝
が
必
要
に
な
る
か
ら
、
阿

倍
内
親
王
の
即
位
は
必
須
で
あ

っ
て
、
立
太
子
し
て
も
当
然
と
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
新
た
に
立

て
ら
れ
て
夫
人
た
ち
に

も
男
子
の
誕
生
は
な
く
、
安
積
親
王
も
天
平
十
六
年

(七
四
四
)
に
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十
七
歳
で
急
逝
し
て
、
全

て
の
期
待
は
実
現
し
な
か

っ
た
。

阿
倍
内
親
王
の
立
太
子
は
、
藤
原
氏
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
前
年

天
平
九
年

(七
三
七
)
に
藤
原
武
智
麻
呂
ら
四
人
の
不
比

等
の
息
子
が
死
亡
し
て
い
て
、
武
智
麻
呂
の
子
で
あ
る
豊
成
や
仲
麻

呂
は
、
立
太
子
を
推
進
で
き
る
年
齢
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
天
平
八
年

(七
三
六
)
に
臣
籍
降
下
を

願

っ
た
葛

城
王
で
、
橘
宿
祢
諸
兄
と
な

っ
て
い
た
。
阿
倍
内
親
王
の

立
太
子

の
直
後
に
は
正
三
位
右
大
臣
、
天
平
十
五
年

(七
四
三
)
に

従

一
位
左
大
臣
、
天
平
勝
宝
元
年

(七
四
九
)
四
月
に
は
黄
金
貢
上

の
祝
賀

に
際
し
て
は
、
「大
宝
令
」
制
定
後
に
叙
位
さ
れ
た
前
例
が

な
い
正

一
位
に
躍
進
し
て
い
る
。
諸
兄
は
無
能
と
評
価
す
る
説
も
あ

る
が
、
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
に
せ
よ
、
政
界
に
お
け
る
地
位
は

無
視
す
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
道
祖
王
の
立
太
子
は
、
諸
兄
の
推

薦
か
と
思
わ
れ
る
。
諸
兄
は
晩
年
に
舌
禍
に
よ
り
天
平
勝
宝
八
歳
(七

四
六
)
二
月
に
辞
任
す
る
が
、
道
祖
王
の
廃
太
子
は
天
平
宝
字
元

年

(七
五
七
)
正
月
の
亮
去
の
後
三
月
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
の
も
、

道
祖
王
を
推
薦
し
た
諸
兄
の
存
在
を
考
慮
し
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

元
正
太

上
天
皇
は
、
天
平
十
九
年

(七
四
七
)
五
月
庚
辰

(五
)

の
節
会
に
あ
た

っ
て
、
菖
蒲
の
縷
が
停
止
さ
れ
て
い
た
の
を
遺
憾
と

し
て
、
聖
武
天
皇

の
施
策
を
否
定
し
、
菖
蒲
の
縷
の
復
活
を
命
じ
た

太
上
天
皇
詔
に
よ

っ
て
太
上
天
皇
が
首
位

に
あ
る
権
威
を
示
し
た

が
、
六
十
九
歳
に
な

っ
た
翌
年
に
崩
じ
て
い
る
。
崩
御
の
翌
年
、
天

平
勝
宝
元
年

(七
四
九
)
七
月
に
四
十
九
歳

の
聖
武
天
皇
は
三
十
二

歳
の
孝
謙
天
皇
に
譲
位
し
た
。

こ
の
時
に
は
、
安
積
親
王
が
亮
じ
て
い
て
男
子
の
候
補
者
は
な
く

な

っ
て
い
た
。
新
田
部
親
王
の
子
塩
焼
王
は
不
破
内
親
王
を
嬰

っ
て

い
た
し
、
井
上
内
親
王
は
天
智
天
皇
の
孫
白
壁
王
に
嫁
い
で
い
た
が
、

彼
ら
を
皇
太
子
に
立
て
る
動
き
は
な
か

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
後
も
皇

太
子
を
立
て
ず
、
天
平
勝
宝
八
歳

(七
五
六
)
に
聖
武
太
上
天
皇
が

崩
御
す
る
と
、
遺
詔
に
よ

っ
て
塩
焼
王
の
弟
道
祖
王
が
皇
太
子
に
立

て
ら
れ
た
。
聖
武
太
上
天
皇
は
こ
の
時
ま
で
皇
子
の
誕
生
を
待

っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
死
に
至
る
ま
で
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
皇
嗣
を
持
統
天
皇
の
子
孫
か
ら
選
び
得
ず
、
他
の
皇
位
に
最

も
近

い
親
王
も
絶
え
て
い
た
の
で
、
親
王
に
次

い
で
天
皇
の
孫
で
あ

る
諸
王

の
中
か
ら
皇
嗣
を
決
定
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
親
王
な

ら
ば
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
候
補
者
は
か
な

り
多
数
に
な
る
の
で
、
利
害
関
係
や
思
惑
が
錯
綜
し
て
、
皇
嗣
の
地

が
不
安
定
と
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
聖
武
太
上
天
皇
の
崩
後
、
皇

位
継
承
が
迷
走
化
し
て
い
る
の
は
、
諸
王
の
中
か
ら
皇
嗣
を
選
ぶ
基

準
が
な
か
っ
た
の
が
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う

。
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塩
焼
王

の
立
太
子
は
聖
武
天
皇
の
遺
詔
に
よ
る
が
、
遺
詔
の
内
容

は
記
さ
れ

て
い
な

い
。
天
平
宝
字
元
年

(七
五
七
)
三
月
丁
丑
条
と

天
平
宝
字
元
年

(七
五
七
)
四
月
辛
巳
条
に
は
、
道
祖
王
の
廃
太
子

に
あ
た

っ
て
、
聖
武
太
上
天
皇
の
顧
命

(遺
詔
)
に
よ
る
と
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
遺
詔
に
は
道
祖
王
が
適
当
で
な
け
れ
ば
交
替
さ
せ
よ

と
あ

っ
た
と
し
て
い
る
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
天
平
宝
字
八
年
(七
六
四
)

+
月
壬
申

条
の
淳
仁
天
皇
廃
位

の
詔
に
は
、
「王
乎
奴
止
盛

奴
乎
王

止
云
趾
、
汝
乃
為
蘇

仁
。
」
と
あ
り
、
廃
不
の
こ
と
は
孝
謙
天
皇
に
任

さ
れ
た
と

い
う
意
味
の
言
が
続
き
、
「
可
久
在
御
命
乎
朕
又

一
二
乃
竪

子
等
止
侍

天
聞
食
天
在
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
が
経

つ
に
連
れ
て
遺
詔
の
内
容
が
増
加
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
事
実
か

ど
う
か
疑
わ
れ
た
ら
し
く
、コ

ニ
乃
竪
子
」
を
証
人
に
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
明
確
な
人
名
も
な

い
し
、
信
頼
で
き
る
人
物
例
え
ば
光
明

皇
太
后
あ

る
い
は
当
時
の
高
官
な
ど
で
も
な
い
の
で
、
皇
太
子
の
交

替
の
文
言

が
遺
詔
に
あ

っ
た
か
否
か
疑
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

塩
焼
王
廃
太
子
以
後
の
皇
太
子
選
定
経
過
は
、
藤
原
豊
成
等
の
高

官
を
集
め
て
推
薦
を
求
め
な
が
ら
、
先
ず
候
補
者
を
舎
人
親
王

の
王

子
に
限
定

し
、
推
薦
さ
れ
た
王
子
の
欠
点
を

一
々
挙
げ
て
否
定
し
、

大
炊
王
は
若
年
で
は
あ
る
が
悪
事
を
聴
か
な
い
と
い
う
薄
弱
な
理
由

で
皇
太
子
と
し
た
。
皇
嗣
の
事
は
、
天
皇

の
意
志

に
任
せ
る
と
発

言
し
た
藤
原
仲
麻
呂
が
画
い
た
計
画
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
す
る

の
が
通
説
で
あ
る
。
天
平
宝
字
元
年

(七
五
七
)
五
月
紫
微
内
相
と

な

っ
た
仲
麻
呂
は
橘
諸
兄
に
次

い
で
皇
嗣
の
擁
立
に
参
画
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
が
、
大
炊
王
の
立
太
子
を
推
進
し
た
の
は
光
明
皇
太

后
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
天
平
宝
字
六
年

(七

六
二
)
六
月
庚
戌

(三
)

条

の
五
位
以
上
の
高
官
達
に
告
げ
た
淳
仁
天
皇
の
皇
権
を
制
約
す
る

孝
謙
太
上
天
皇
の
詔
に
、
「朕
御
祖
太
皇
后
乃
御
命
以
旦
朕
ホ
告
舛

岡

宮
御
宇
天
皇
乃
日
継
波
加
久
弓
絶
塗

為
。
女
子
能
蕊

盃

欲
令
副
止

宣
旦
、
此
政
行
給
岐
。」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
孝
謙
天
皇
即
位

の
事

情
を
述
べ
た
も
の
と
さ
れ
た
た
め
に
、
後
に
続
か
ず
長

い
脱
文

の
存

在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
孝
謙
天
皇
の
立
太
子
と
即
位
は

聖
武
天
皇
の
在
世
中
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
光
明
皇
太
后

の
意
志
に

基
づ
く
と
は
考
え
が
た
い
。
こ
れ
を
淳
仁
天
皇

の
立
太
子
と
即
位
を

言
う
と
す
れ
ば
、
脱
文
の
存
在
を
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
。
こ
こ

に
も
、
本
居
宣
長
以
後
の
校
本
で
は
、
「
副
」
を

「
嗣
」
に
改
め
ら

れ
て
い
る
。
意
訳
す
る
な
ら
ば
、
「草
壁
皇

子
の
子
孫
を
天
皇
に
立

て
ら
れ
な
く

っ
た
の
で
、
女
子
の
太
上
天
皇

の
下
位
に
副
う
こ
と
を

本
人
は
不
満
か
も
知
れ
な
い
が
、
天
皇
に
立

て
る
。
」
と

い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
脱
文

の
存
在
を
仮
定
す
る
必

要
は
な

い
。
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大
炊
王

の
立
太
子
や
即
位
に
は
不
満
を
持

つ
者
も
多
く
、
橘
奈
良

麻
呂

の
乱
を
惹
起
し
て
い
る
が
、
孝
謙
天
皇
に
も
不
満
が
あ

っ
た
ら

し
い
。
早

く
も
天
平
宝
字
三
年

(七
五
九
)
六
月
庚
戌
条

(十
六
)

の
詔
に
は
、
淳
仁
天
皇
が
光
明
皇
太
后
の
薦
め
に
よ
り
、
「継
嗣
令
」

の
規
定

に
よ

っ
て
そ
の
兄
弟
姉
妹
を
親
王
と
内
親
王
に
進
め
た

い
と

孝
謙
太
上
天
皇
に
奏
上
し
た
が
、
直
ち
に
承
諾
さ
れ
な
か

っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
の
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
悪
感
情

が
、
光
明
皇
太
后
の
崩
後
に
も
轡
積
し
て
、
淳
仁
天
皇
と
の
対
立
に

至
り
、
さ
ら
に
は

「藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
」
と

の
姓
名
ま
で
を
与
え

た
太
政
大

臣
相
当

の
大
師
に
任
命
し
た
仲
麻
呂
を
叛
乱
に
走
ら
せ
、

淳
仁
天
皇
を
廃
す
る
に
至

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
重
酢
し
た

称
徳
天
皇

に
は
、
皇
位
継
承
を
始
め
と
し
て
諮
問
に
耐
え
る
補
弼
の

臣
も
失
わ
れ
て
独
走
し
、
つ
い
に
は
道
鏡
に
譲
位
す
る
希
望
を
抱
か

せ
て
し
ま

っ
た
。
称
徳
天
皇
は
重
酢
の
後
に
、
皇
太
子
の
地
位
は
求

め
て
も
得
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
天
が
定
め
て
示
す
も
の
で
あ
る

か
ら
、
皇

太
子
の
擁
立
や
淳
仁
天
皇
の
復
辟

の
運
動
を
し
て
は
な
ら

な

い
と

い
う
意
味
の
詔
を
重
ね
て
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
淳
仁
天
皇

の
廃
位
後

に
は
皇
太
子
選
定
の
基
準
を
見
失

っ
て
、
立
太
子
を
引
き

延
す
口
実
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

称
徳
天
皇
の
崩
後
、
光
仁
天
皇
の
即
位
は
こ
れ
ま
で
の
路
線

で
は

予
想
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
う
。
こ
れ
こ
そ
非
常

の
事
態
で
あ

っ
た
。

吉
備
真
備
が
押
し
た
文
室
珍
努
や
文
室
大
市
を
退
け
、
天
智
天
皇
の

孫
白
壁
王
を
推
薦
し
た
の
が
藤
原
百
川
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
当
時

の
皇
親

の
内

で
は
高
年
で
、
酒
に
跡
を
く
ら
ま
し
て
い
た
と
さ
れ
る

が
、
聖
武
天
皇

の
皇
女
井
上
内
親
王
で
あ
り

、
大
納
言
も
務
め
て
い

た
こ
と
な
ど
が
大
き
な
理
由
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

光
仁
天
皇

の
即
位
後
に
な

っ
て
、
持
統
天
皇
以
来
譲
位
が
繰
返
さ

れ
た
た
め
、
太
上
天
皇
が
な
く
皇
太
子
が
即
位
可
能
な
年
齢
に
達
し

た
な
ら
ば
、
譲
位
し
て
皇
太
子
を
即
位
さ
せ
る
も

の
と
周
囲
に
思
わ

せ
た
ら
し
い
。
他
戸
親
王
が

『水
鏡
』
に
記
さ
れ
る
よ
り
も
年
齢
を

重
ね
て
い
た
と
す
れ
ば
、
皇
后
井
上
内
親
王

は
他
戸
親
王

へ
の
譲
位

を
希
望
し
た
が
、
光
仁
天
皇
が
聞
入
れ
な
か

っ
た
の
で
、
皇
后
に
よ

る
呪
誼
厭
魅
が
行
わ
れ
た
と
考
え
て
良

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『水

鏡
』

に
よ
っ
て
藤
原
百
川
の
陰
謀

に
よ
る
皇

后
と
皇
太
子
の
廃
位
、

そ
れ
に
続
く
暗
殺
と
は
断
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

早
良
親
王
の
場
合
も
同
様
で
で
あ
る
。
桓

武
天
皇
が
四
十
五
歳
で

即
位
し
た
た
め
に
、
成
年
に
達
し
て
い
た
皇
太
弟
早
良
親
王
の
早
期

の
即
位
に
よ
る
効
果
を
期
待
し
た
関
係
者
た
ち
、
春
宮
坊
や
造
東
大

寺
司
の
官
人
ら
が
、
藤
原
種
継
が
即
位
を
阻
止
し
て
い
る
と
し
て
暗

殺
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
絶
食
し
て
死
に
至

っ
た
早
良
親
王
自
身
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は
、
早
急
な
即
位
を
期
待
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
が
、
皇
極
天
皇
以
後
の
皇
位
継
承
の
概
観
で
あ
る
。
私
に
は
、

こ
の
期
間

の
皇
位
継
承
に
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
原
則
が
あ

っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

い
わ
ゆ
る

「
不
改
常
典
」
の
内
容
に
も

関
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
に
長
子
相
続
、
も
し
く
は
嫡
子
継
承

と

い
う

一
般
原
則
を
認
め
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
武
系
皇
統
の
復

活
す
る
見
解
は
、
桓
武
天
皇
の
意
識
に
あ

っ
た
と
し
て
も
、
皇
位
継

承
の
上
で
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
異
例
の
こ
と
を
強

行
し
て
も

、
反
発
を
見
て
も
覆
ら
な
か

っ
た
天
皇
の
権
威
の
根
拠
を
、

未
だ
に
考
え
得
な
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
。

こ
れ
ま

で
粗
雑
な
見
解
を
述
べ
た
が
、
史
料

の
精
細
な
検
討

に

よ
っ
て
、
単
な
る
思

い
つ
き
で
は
な
い
見
解
に
よ
る
批
判
を
希
望
し

た

い
。

21注
))

 

(
3
)

(
4
)

岸
俊

男

『日
本
古
代
政
治
史
研
究
』

(塙
書
房

一
九

六
六
年

。
)

岸

俊
男

「
光
明
立

后

の
史

的
考
察

」
注

(
1
)
所

収
。
初
出

『
ヒ
ス

ト
リ

ア
』

二
〇
号
。

一
九

五
七
年
。

本
居
宣

長

『歴
朝

詔
旨
解

』
「
第

七
詔
」

注

「
　
事

」
六

三
頁
。

(物

集
高
見

『皇
学
叢
書
』
第
七
巻

廣
文
庫

刊
行
会

一
九
二
八
年
)
。

『続

日
本
紀
』

二

補

注

巻
第
十

五
三
皇
后

の
身
位

と
光
明
立
后

(
5

)

(
6
)

　 　

87
))

 

(
9
)

五
三
九
頁
。

(
『新

日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店

一
九
九
〇
年
)
。

『古

事
類
苑

』
帝
王
部

十
九

皇

后
上

一
一
〇
四
頁
。

(
吉
川
弘
文

館

四
版

一
九
七
七
年

。
初
版

一
八
九

六
年
以
降
刊
行
)
。

『続

日
本
紀
』

二

注

(4
)

二
二
二
頁

脚
注
三
。
こ

の
文
言

は
光

明
立
后

の
詔

に
初

見
す

る
が

天
武

天
皇

の
鵜
野

皇
女

(持

統

天
皇

)

立

后

の
際
、
あ

る

い
は
そ
れ

以
前

に
も

使
わ
れ

た
こ
と
を

否
定
す

る

も

の
で
は
あ
る
ま

い
。

『古
事

類
苑
』

帝
王
部

(5
)

一
一
〇
九
頁
。

『続

日
本

紀
』

二

注

(4
)

二
二

一
頁

脚
注
二
六
。
内
容

は

「夫

人
藤
原

光
明
子
を

立

て
て
皇

后
と
す

る
。
そ

の
宣

命
詔
は
次

の
壬
午

条

に
載

せ

る
。
」

で
あ

る
。

そ
し

て
、
脚

注

二
七

に
は
、
「
光

明
立
后

の
宣

命

の
宣
布

は
、
朝
堂

に
在

京

の
全
官

人
を

集
め

て

で
は
な

く
、

内

裏

に

五
位
以
上

と
諸

司

の
長
官

だ
け
を

召

し
入

れ
て
行

わ
れ

た
。

こ
れ
は

下
文

の
阿
倍

広
庭
が
宣
布

し
た
宣
命

第
八
詔
が

い
う

よ
う

に
、

事

柄

が

「
常

の
事

」
で
は

な
か

っ
た

か
ら

で
あ

ろ
う
。
召

さ
れ
た
諸

臣
は
内

裏
正
殿

(
の
ち

の
紫

農
殿
)

の
前
庭

に
整

列
し

て
宣
命
を
聞

く
。
」
と

い
う
Q

『
新
儀
式
』

第

五

冊

命
皇
后
事

(『
群
書
類
従

』
第

六
輯
律
令

部

巻
第

八
十

続
群
書

類
従
完
成
会

一
九
六

〇
年

訂
正
三
版
)

二
四
二

頁
。
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